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米国関連資料 

先行技術文献がクレーム発明に規定の技術と類似しているのか否かが 

どのように認定されるのかを示す最近の判例 
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１．はじめに 
 

米国特許出願において、審査官が米国特許法第 103 条（先行技術文献に基づく自明性）を根拠

にクレーム発明を拒絶する場合、引用される先行技術文献は、クレーム発明に類似

（"analogous"）していなければならない旨、判例において CAFCは判示しています（In re Bigio, 

381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004)、及び、MPEP 2141.01(a)参照）。 

 

そこで、米国特許法第 103条に基づく拒絶理由に対し、拒絶理由の根拠になっている先行技

術文献が、クレーム発明に類似していない（非類似である）ので、当該先行技術文献は米国特許

法第 103条に基づく拒絶理由の適用から除外されるべき旨、出願人は反論することができます。 

 

 以下に、米国特許法第 103条下で引用される先行技術文献が、クレーム発明に規定の技術と

類似しているのか否かがどのように認定されるのかについて、最近の判例を引用して説明します。 
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